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連
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約
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二
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五
日
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可
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で
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規
定
に
よ
り
公
表
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平
成
十
九
年

十
一
月
九
日

(

金
曜
日)

第
二
千
八
百
五
十
六
号



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

昭
和
三
十
六
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
百
二
十
二
号

(

海
岸
保
全
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢
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下
北
八

戸

下
手
浜

漁
港

下
手
浜

大
間
平

指
定
場
所

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
地
内
及
び

地
先

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
補
助

点
四
、
補
助
点
三
、
補
助
点
二
、
補
助
点
一
及

び
基
点
一
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

基
点
一

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平

一
七
番
の
八
一
〇
の
北
角
に
設
置
さ

れ
た
標
柱

(

起
点)

か
ら
三
一
七
度

三
〇
分
五
一
二
メ
ー
ト
ル一
号
表
示
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
二
五
度
二
一
〇
メ
ー

ト
ル

二
号
表
示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
四
八
度
三
〇
分
三
一

五
メ
ー
ト
ル

三
号
表
示
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
四
〇
度
三
〇
分
四
二

二
メ
ー
ト
ル

四
号
表
示
杭

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会

社八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

同
左

Ｒ
Ｆ
ク
ロ
ス

19.10
13.6

4.1
0.36

0.59
5.9

4.5
―

―
―

73.9
―

13.7

Ｒ
Ｆ
ビ
ー
フ
翔

19.10
13.2

4.0
0.37

0.52
5.0

4.2
―

―
―

75.6
―

13.8

Ｎ
Ｈ
肉
牛
Ｍ
Ｏ

19.10
15.5

3.7
0.52

0.53
3.3

4.8
―

―
―

74.6
―

13.7

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

同
左

ノ
ー
サ
ン
印
成
鶏
飼
育
用
配

合
飼
料

ヘ
ル
シ
ー
Ｓ
セ
ブ
ン
(Ｂ
)

19.9
17.5

4.7
3.84

0.55
2.6

11.6
―

―
―

―
2,830

11.9

ト
キ
ワ
印
配
合
飼
料

ト
キ
ワ
幼
雛
Ａ
Ｐ

19.10
23.9

4.6
1.07

0.72
1.9

5.8
―

―
―

―
3,050

11.5

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後

期
用
配
合
飼
料

Ｊ
Ｅ
Ｐ
パ
ワ
ー
ゴ
ー
ル
Ｎ
Ｙ

19.10
18.1

7.4
0.94

0.58
2.4

4.5
―

―
―

―
3,240

12.2

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
８

株
式
会
社
イ
チ

ノ
ウ
上
北
郡
六
戸
町

大
字
犬
落
瀬
字

柳
沢
91の
444

日
配
子
豚
育
成
用
配
合
飼
料

子
豚
用
パ
ワ
ー
80

19.9
16.4

5.4
0.54

0.51
2.9

3.8
―

―
―

―
―

13.3

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域

を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

八
戸
環
状
線

三

道
路
の
区
域

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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補
助
点
一

基
点
一
か
ら
五
四
度
三
〇
分
二
〇

〇
メ
ー
ト
ル

補
助
点
二

基
点
二
か
ら
五
三
度
一
八
五
メ
ー

ト
ル

補
助
点
三

基
点
二
か
ら
五
三
度
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル

補
助
点
四

基
点
四
か
ら
五
四
度
三
〇
分
一
〇

〇
メ
ー
ト
ル

下
北
八

戸

下
手
浜

漁
港

下
手
浜

大
間
平

指
定
場
所

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
地
内
及
び

地
先

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
補
助

点
六
、
補
助
点
五
、
補
助
点
四
、
補
助
点
三
、

補
助
点
二
、
補
助
点
一
及
び
基
点
一
を
順
次
直

線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

基
点
一

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平

一
七
番
の
八
一
〇
の
北
角
に
設
置
さ

れ
た
標
柱

(

起
点)

か
ら
三
一
七
度

三
〇
分
五
一
二
メ
ー
ト
ル一
号
表
示
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
二
五
度
二
一
〇
メ
ー

ト
ル

二
号
表
示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
四
八
度
三
〇
分
三
一

五
メ
ー
ト
ル

三
号
表
示
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
四
〇
度
三
〇
分
四
二

二
メ
ー
ト
ル

四
号
表
示
杭

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
五
四
度
三
〇
分
二
〇

〇
メ
ー
ト
ル

補
助
点
二

基
点
二
か
ら
五
三
度
一
八
五
メ
ー

ト
ル

補
助
点
三

基
点
二
か
ら
五
三
度
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル

補
助
点
四

基
点
四
か
ら
〇
度
一
六
五
メ
ー
ト

ル

補
助
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
度
二
一
五
メ
ー

ト
ル

補
助
点
六

基
点
四
か
ら
五
四
度
三
〇
分
一
七

〇
メ
ー
ト
ル

区

間

敷
地
の
幅
員

敷
地
の
延
長

備
考

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
平
四
の
一
か

ら八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
一
二
の
三

ま
で

二
五
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら

四
三
・
〇
六
メ
ー

ト
ル
ま
で

三
三
一
・
七
〇
メ

ー
ト
ル

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の
期
日

国
道
二
八
〇
号

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
与
茂
内
六
の
一
か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
元
八
九
の
一
六
ま
で

平
成

��･

��･

�

県
道
八
戸
環
状
線

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
平
四
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
一
二
の
三
ま
で

��･

��･

��

県
道
妙
売
市
線

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
平
四
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
田
向
字
館
越
下
一
七
の
五
ま
で

〃

国
道
三
三
八
号

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
八
八
の
一
〇
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
八
九
の
二
ま
で

��･

��･

�

国
道
二
七
九
号

む
つ
市
大
畑
町
佐
藤
ケ
平
国
有
林
一
一
九
六
林
班
わ
小
班

か
ら
む
つ
市
大
畑
町
佐
藤
ケ
平
国
有
林
一
一
九
六
林
班
わ
小
班

ま
で

��･

��･

�

む
つ
市
大
曲
一
丁
目
一
二
か
ら

む
つ
市
大
曲
一
丁
目
一
三
ま
で

む
つ
市
大
曲
一
丁
目
二
六
か
ら

む
つ
市
大
曲
二
丁
目
一
〇
六
ま
で

む
つ
市
大
曲
二
丁
目
一
一
一
か
ら

む
つ
市
大
曲
二
丁
目
一
六
ま
で

む
つ
市
大
曲
二
丁
目
一
六
か
ら

む
つ
市
大
曲
三
丁
目
九
ま
で

む
つ
市
大
曲
三
丁
目
一
〇
か
ら

む
つ
市
大
曲
三
丁
目
三
五
ま
で

３ ２ １

国

道

県

道

国

道

三
三
八
号

妙
売
市
線

二
八
〇
号

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
八
八
の
一
〇
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
原
七
八
九
の
二
ま
で

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
一
四
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
田
向
字
館
越
下
一
七
の
五
ま
で

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
与
茂
内
六
の
一
か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
元
八
九
の
一
六
ま
で

後 前 後 前 後 前

一
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
三
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
九
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
六
九
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
九
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
七
三
・
二
八
メ
ー
ト
ル

八
七
九
・
三
八
メ
ー
ト
ル

八
七
九
・
三
八
メ
ー
ト
ル

一
一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



( )

公

告

気
象
観
測
装
置
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

気
象
観
測
装
置

７
式

二

履
行
期
限

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

三

納
入
場
所

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
七
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)
又
は

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
資
格)

の
一
の

規
定
に
よ
り
理
化
学
・
計
測
機
器
の
購
入
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
各
付
け
さ
れ
た
者
で

あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先上

北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
〇
〇
の
一

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
総
務
担
当

電
話

〇
一
七
五
―
七
四
―
二
二
五
一

２

入
札
書
の
提
出
方
法

１
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
し
、
又
は
郵
便
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
に

よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
配
達
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
郵
便
と
す
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

午
後
五
時
十
五
分

(

郵
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
同
期

限
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。)

４

開
札
の
場
所
及
び
日
時

�

場
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
〇
〇
の
一

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

二
階
大
会
議
室

�

日
時

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日

午
前
十
時

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
。

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
い
、
か

つ
、
十
の
３
の
規
定
に
よ
り
落
札
対
象
と
す
る
者
を
落
札
者
と
す
る
。

九

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を

遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
購
入
物
品
の
製
作
仕
様
書
等
を

作
成
し
、
こ
れ
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
製
作
仕
様
書
等
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら

青 森 県 報平成19年11月９日 金曜日 第2856号5



( )

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
製
作
仕
様
書
等
の
内

容
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

落
札
対
象

購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
２
の
製
作
仕
様
書
等
に
係

る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
す
る
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
者
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
妙
見
三
丁
目
一
の
一
〇
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員
長
山
本

公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

医
療
等
労
働
者
の
大
幅
増
員
、
労
働
条
件
の
改
善
、
賃
金
と
雇
用
の
確
保
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
十
九
年
十
一
月
十
四
日
午
前
零
時
以
降
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊

田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

石
岡

政
憲

小
田
桐
義
文

弘
前
市
大
字
小
比
内
一
丁
目
一
三
の
二

〃

大
字
撫
牛
子
五
丁
目
三
の
八

平
成

��

･

�･

��就
任

〃

SU
M

M
A

R
Y

1
N

ature
and

quantity
of

the
products

to
be

purchased:
7

A
utom

ated
m

eteorological
data

acquisition
system

s

2
T

im
e

lim
it

for
ten

d
er:

5:15p
.m

.D
ecem

ber
19,2007

3
C

on
ta

ct
p

oin
ts

for
th

e
n

otice
A

om
ori

P
refectu

ral
N

u
clear

P
ow

er
S

afety
C

en
ter

40
0-1

S
a

sa
zak

i
K

u
rau

ch
i,R

ok
k

a
sh

o
V

illa
ge,A

om
ori

P
refectu

re
039-3215

J
ap

an
T

E
L

0175-74-2251



( )

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
九
年
十
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

島

勝

彦

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

田
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝
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〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

長
尾

勝
雄

一
戸

登

福
士

昭
一

一
戸

勝
男

相
馬

満
永

対
馬

丈
之

相
馬

武
城

阿
保

敏
秋

一
戸

豊
秋

相
馬

俊
逸

中
川

清
治

石
岡

政
憲

小
田
桐
義
文

長
尾

勝
雄

一
戸

登

相
馬

浩

福
士

昭
一

一
戸

勝
男

相
馬

武
城

相
馬

満
永

阿
保

敏
秋

一
戸

豊
秋

中
川

雄
蔵

〃

大
字
福
田
字
花
岡
四
五
の
一

〃

大
字
新
里
字
中
平
岡
六
六

〃

〃

字
西
里
見
七
四

〃

〃

字
中
樋
田
二
八
の
六

〃

大
字
福
村
字
堀
合
九
二
の
四

〃

〃

字
下
川
原
二
の
八

〃

大
字
境
関
字
富
岳
二
〇

〃

〃

〃

五
〇
の
一
六

〃

大
字
新
里
字
東
平
岡
二
一
の
四

〃

大
字
福
村
字
福
富
二
七
の
九

〃

大
字
高
田
一
丁
目
一
一
の
六

〃

大
字
小
比
内
一
丁
目
一
三
の
二

〃

大
字
撫
牛
子
五
丁
目
三
の
八

〃

大
字
福
田
字
花
岡
四
五
の
一

〃

大
字
新
里
字
中
平
岡
六
六

〃

大
字
境
関
字
亥
ノ
宮
六
三
の
四

〃

大
字
新
里
字
西
里
見
七
四

〃

〃

字
中
樋
田
二
八
の
六

〃

大
字
境
関
字
富
岳
二
〇

〃

大
字
福
村
字
堀
合
九
二
の
四

〃

大
字
境
関
字
富
岳
五
〇
の
一
六

〃

大
字
新
里
字
東
平
岡
二
一
の
四

〃

大
字
高
田
一
丁
目
一
一
の
四

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��

･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃

田
中

賢
一

境
谷

博
顕

藤
森

勝
文

松
本

和
春

棟
方

兼
夫

三
潟
成
太
郎

青
山

恭
一

工
藤

清
治

小
松

誠

片
山

英
幸

泉
谷

信
治

外
崎

義
春

原
田

一
實

棟
方

兼
夫

佐
藤

佐
太

境
谷

博
顕

中
谷

肇

沢
田

茂

青
山

恭
一

五
所
川
原
市
金
木
町
蒔
田
桑
元
二
六
の
一

〃

大
字
一
野
坪
字
坪
実
八
六
の
三

〃

大
字
長
富
字
鎧
石
二
三
五
の
四

〃

大
字
下
岩
崎
字
尾
花
原
五
八

〃

金
木
町
喜
良
市
中
富
田
三
五

〃

金
木
町
川
倉
七
夕
野
八
四
の
一
三

〇
九

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
尾
別
字
湯
島
一
二
一
の

六〃

〃

大
字
中
里
字
亀
山
六
三
一

〃

〃

大
字
大
沢
内
字
海
原
六
〇

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
一
三
八
の
二

〃

金
木
町
喜
良
市
千
苅
一
六
七
の
九

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
八
幡
字
八
幡
五
二
の
二

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
端
山
崎
一
七
六
の
四

〃

〃

喜
良
市
中
富
田
三
五

〃

大
字
川
山
字
森
内
三
一
一
の
四

〃

大
字
一
野
坪
字
坪
実
八
六
の
三

〃

金
木
町
川
倉
林
下
七
八
の
一

〃

〃

嘉
瀬
雲
雀
野
九
六
の
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
尾
別
字
湯
島
一
二
一
の

平
成

��

･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
屏

風
山
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝

収

用

委

員

会

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

別
表
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

青 森 県 報平成19年11月９日 金曜日 第2856号 8

〃〃監

事

〃〃

工
藤

清
治

小
松

誠

泉
谷

信
治

長
利
嘉
市
郎

阿
部
喜
代
春

六〃

〃

大
字
中
里
字
亀
山
六
三
一

〃

〃

大
字
大
沢
内
字
海
原
六
〇

五
所
川
原
市
金
木
町
喜
良
市
千
苅
一
六
七
の
九

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
深
郷
田
字
富
森
一
五
二

の
三

五
所
川
原
市
大
字
長
富
字
鎧
石
一
〇
一
の
二

〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃〃監

事

〃

黒
滝

昭
造

松
橋
伊
左
美

成
田

博

羽
場

晃

藤
田

順
造

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
源
五
四
の
一

〃

富
萢
町
萱
津
七

〃

〃

藪
分
一
五

〃

豊
富
町
千
貫
一
一
六

〃

稲
垣
町
豊
川
藤
ヶ
森
一
の
一
一

平
成

��･

��･

��就
任

〃〃〃〃

氏
名

住
所

備
考

伊
勢
田
智
彦

住
所
不
明
(昭
和
63年
11月
４
日
職
権
削
除
)

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所

東
京
都
北
区
滝
野
川
６
丁
目
78番
２
号
第
百
荘

伊
勢
田
隆
一

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

千
葉
県
木
更
津
市
桜
井
新
町
２
丁
目
７
番
地
４

い
ず
み
ハ
イ
ツ
12号

�
部

�
志

住
所
不
明
(平
成
16年
10月
20日
実
態
調
査
に
よ
り

職
権
削
除
)

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

神
奈
川
県
大
和
市
つ
き
み
野
四
丁
目
３
番
地
６

つ
き
み
野
コ
ー
ポ
１
－
Ａ
号

�
部
英
義

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
84番
地


